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最高裁人任第1030号

令和7年7月17日

内閣総理大臣石破 茂殿

最高裁判所長官今崎幸彦

（公印省略）

竜？

裁判所法第45条第1項の規定により簡易裁判所判事に任命されるべき者を別紙

のとおり指名する。

なお、本件は簡易裁判所判事選考委員会の選考及び裁判官会議の議を経たもので

ある。

、

(発令希望日令和7年8月1日）

尾
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簡易裁判所判事任命資格調 （令和7年8月1日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 生年月日 根拠法規

東京簡裁判事 赤坂 剛 昭41.5.30 裁判所法第45条第1項

東京簡裁判事 大倉治子 昭39.8.12 〃

管

東京簡裁判事 川上 康 昭40.6.15 〃

東京簡裁判事 草野和弘 昭44.2.15 〃

東京簡裁判事 櫻井由美 昭43.8.28 〃

風’

東京簡裁判事 定久朋宏 昭40.7.13 〃



●

簡易裁判所判事任命資格調 （令和7年8月1日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 生年月日 根拠法規

東京簡裁判事 田中美香 昭40.10.3 裁判所法第45条第1項

東京簡裁判事

ノ

徳江 淳 昭49.7.1 〃

霞

東京簡裁判事 中橋正幸 昭40. 1,20 〃

東京簡裁判事 西川裕巳 昭40.12.28 〃

東京簡裁判事 橋本 聡 昭39，6．17 〃

職

東京簡裁判事 堀川浩司 昭39.8.14 〃



簡易裁判所判事任命資格調 （令和7年8月1日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 生年月日 根拠法規

東京簡裁判事 丸山和広 昭44.4.14 裁判所法第45条第1項

東京簡裁判事 宮下美和 昭40, 12.17 〃

守

東京簡裁判事 大和谷 教 昭41.9. 15 〃

東京簡裁判事 山根克彦 昭40,10.29 〃

大阪簡裁判事 西川 潤 昭46.11.29 〃

漣

大阪簡裁判事 久永利恵子 昭39.6.23 〃



簡易裁判所判事任命資格調 （令和7年8月1日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 生年月日 根拠法規

大阪簡裁判事 山下知樹 昭40.12.21 裁判所法第45条第1項

大阪簡裁判事 吉田隆樹 昭40.8.11 〃

葱,？

名古屋簡裁判事 野津 聡 昭41.8. 17 〃

名古屋簡裁判事 藤田英二朗 昭50.6.14 〃

名古屋簡裁判事 村田泰志 昭40.6.16 〃

唾；

広島簡裁判事 大橋慾一郎 昭44.10.3 〃



f

簡易裁判所判事任命資格調 （令和7年8月1日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 生年月日 根拠法規

広島簡裁判事 渡邊貴之 昭49. 11.20 裁判所法第45条第1項

福岡簡裁判事 安里真也 昭53.9.16 〃

瀞

福岡簡裁判事 古賀康平 昭44, 10.10 〃

福岡簡裁判事 篠原真理 昭41. 1.24 〃

福岡簡裁判事 桧 靖一 和博 昭45,6.8
■

〃

． ｛

篭，

仙台簡裁判事 今野隆
一

9
昭49.6.13 〃



簡易裁判所判事任命資格調 （令和7年8月1日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 生年月日 根拠法規

仙台簡裁判事 田邊 明 昭42.11.1 裁判所法第45条第1項

仙台簡裁判事 橋本寿弥 昭46.4.5 〃

鋤

札幌簡裁判事 平野亮 一 昭49.6.24 〃

札幌簡裁判事 村上庫
一
一 昭40.12.20 〃

高松簡裁判事 大塚貴志 昭50.7.23 〃

篭

高松鮪裁判事

、

高橋清志 昭40.3.1 〃



最高裁人任第1007号

令和7年7月17日

内閣総理大臣石破 茂殿

最高裁判所長官今崎幸彦
●

（公印省略）

雷＃

裁判所法第45条第1項の規定により簡易裁判所判事に任命されるべき者を別紙

のとおり指名する。

なお、本件は簡易裁判所判事選考委員会の選考及び裁判官会議の議を経たもので

ある。

おって、同人らは、簡易裁判所判事としての任期が令和7年7月31日限り終了

するものである。

令和7年8月1日）(発令希望日

篭曲
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(再任）

(再任）

(再任）

(再任）

(再任）

(再任）

簡易裁判所判事任命資格調 （令和7年8月1日）

補職さるべき庁 前 職 氏 名 生年月日 根拠法規

東京簡裁判事 東京簡裁判事 池田 誠 昭39.4.2 裁判所法第45条第1項

東京簡裁判事 東京簡裁判事 勝川、好夫 昭35.4.23 〃

◆

観､

東京簡裁判事 東京簡裁判事 小林 進 昭31.4.27 〃

東京簡裁判事 東京簡裁判事 笹本桂輔 昭32.2.10 〃

東京簡裁判事 東京簡裁判事 土肥直樹 昭35.3.24 〃

雫！

東京簡裁判事 東京簡裁判事 中林清則 昭34.9.13 〃



(再任）

(再任）

(再任）

(再任）

(再任）

(再任）

簡易裁判所判事任命資格調 （令和7年8月1日）

補職さるべき庁 前 職 氏 名 生年月日 根拠法規

東京簡裁判事 東京簡裁判事 西岡雅和 昭37.2.14 裁判所法第45条第1項

東京簡裁判事 東京簡裁判事 羽生康博 昭31.7‘30 〃

菅I

横浜簡裁判事 横浜簡裁判事 松井秀彦 昭32.1.7 〃､

ﾉ1 1崎簡裁判事 川崎簡裁判事 佐塚
一 寿 昭38.3.12 〃

松戸簡裁判事 松戸簡裁判事 堀井 律 昭30.8. 16 〃

‘

下館簡裁判事 下館簡裁判事 阿部憲昭 昭37.10.5 〃



(再任）

(再任）

(再任）

(再任）

(再任）

(再任）

簡易裁判所判事任命資格調 （令和7年8月1日）

補職さるべき庁 前 職 氏 名 生年月日 根拠法規

宇都宮簡裁判事 宇都宮簡裁判事 樋口愼一 昭37.2.27 裁判所法第45条第1項

藤岡簡裁判事兼
高崎簡裁判事兼
群馬富岡簡裁判
事

藤岡簡裁判事兼
高崎簡裁判事兼
群馬富岡簡裁判
事

秋本隆
一
一 昭37. 12.18 〃

鐵；

大阪簡裁判事 大阪簡裁判事 岸本将嗣 昭38.12.28 〃

大阪簡裁判事 大阪簡裁判事 佐伯公正

◆

昭32.10.19 〃

大阪簡裁判事 大阪簡裁判事 長谷川卓司 昭31.8.31 〃

』

毛

大阪簡裁判事 大阪簡裁判事 福田人美 昭33.9.7 〃



(再任）

(再任）

(再任）

(再任）

(再任）

(再任）

簡易裁判所判事任命資格調 （令和7年8月1日）

補職さるべき庁 前 職 氏 名 生年月日 根拠法規

富田林簡裁判事 富田林簡裁判事 竹内正浩 昭44. 11.22 裁判所法第45条第1項

京都簡裁判事 京都簡裁判事 伊藤知広 昭33. 1.3 〃

斜’

京都簡裁判事 京都簡裁判事 巽 信裕 昭32.6,26 〃

右京簡裁判事 右京簡裁判事 小林勘一郎 昭34.4.3 〃

木津簡裁判事 木津簡裁判事 佐伯美保 昭38.10.31 〃

恩

洲本簡裁判事 洲本簡裁判事 飼馬淳
一
一 昭44.9.24 〃



(再任）

(再任）

(再任）

(再任）

(再任）

(再任）

簡易裁判所判事任命資格調 (令和7年8月1日）

補職さるべき庁 前 職 氏 名 生年月日 根拠法規

名古屋簡裁判事 名古屋簡裁判事 岩原 寛 昭43.4.2 裁判所法第45条第1項

名古屋簡裁判事 名古屋簡裁判事 小川達夫 昭30.11.17 〃

秒 １

名古屋簡裁判事 名古屋簡裁判事 梶本宜孝 昭32.4. 18 〃

一宮簡裁判事 一宮簡裁判事 西川清春 昭33.1.15 〃
、

東広島簡裁判事
兼広島簡裁判事

東広島簡裁判事
兼広島簡裁判事

大林俊
一

一 昭40,4.20 〃

感，

山口簡裁判事兼
船木簡裁判事

山口簡裁判事兼
船木簡裁判事

三津川 昇 昭31.5.2 〃



(再任）

(再任）

(再任）

(再任）

(再任）

(再任）

簡易裁判所判事任命資格調 (令和7年8月1日）

補職さるべき庁 前 職 氏 名 生年月日 根拠法規

岡山簡裁判事 岡山簡裁判事 高田晃由 昭32.9.28 裁判所法第45条第1項

直方簡裁判事 直方簡裁判事 南 正一 昭42.9.20 〃

’』‘

久留米簡裁判事 久留米簡裁判事 出口曜資 昭31.7.8 〃

佐世保簡裁判事 佐世保簡裁判事 堀田－朗 昭37.6.27 〃

日田簡裁判事 日田簡裁判事 橋過隆司 昭31.1.17 〃

単

鹿児島簡裁判事 鹿児島簡裁判事 金子 進 昭40.8.4 〃



(再任）

(再任）

(再任）

(再任）

(再任）

(再任）

簡易裁判所判事任命資格調 （令和7年8月1日）

補職さるべき庁 前 職 氏 名 生年月日 根拠法規

鹿児島簡裁判事
兼指宿簡裁判事

鹿児島簡裁判事
兼指宿簡裁判事

1％

是枝浩美 昭37.5.2 裁判所法第45条第1項

水沢簡裁判事 水沢簡裁判事 菅原康生 昭33.4.9 〃

"･j

八雲簡裁判事 八雲簡裁判事 廣海賢治 昭44.5.20 〃

留萌簡裁判事兼
深川簡裁判事

留萌簡裁判事兼
深川簡裁判事

脇山靖幸 昭31.3.21 〃

四国中央簡裁判
事兼新居浜簡裁
判事

四国中央簡裁判
事兼新居浜簡裁
判事

藤田満弘 昭32. 12.12 〃

恩！

今治簡裁判事兼
西条簡裁判事

今治簡裁判事兼
西条簡裁判事

菅 正俊 昭33.2.2 〃



最高裁人任第1084号

令和7年7月17日1

内閣総理大臣石破 茂殿

最高裁判所長官今崎幸彦

． （公印省略）

鰊I

簡易裁判所判事に兼ねて任命されるべき者を別紙のとおり指名する。

なお、本件は裁判官会議の議を経たものである。

おって、同人らは、兼官たる簡易裁判所判事としての任期が令和7年7月31日

限り終了するものである。

(発令希望日令和7年8月1日）

‘‘



(別紙）

た．ごおか あや か

田郷岡彩香事(東京地方裁判所判事） 判一

(水戸地方裁判所判事兼）
(水戸家庭裁判所判事）

じん だ り え

甚田理恵同

霜，

タ

4；

タ

b



(再任）

“》

(再任）

華，

簡易裁判所判事任命資格調 （令和7年8月1日）

補職さるべき庁 現職及び前職 氏 名 生年月日 根拠法規

東京地判事兼東
京簡裁判事

東京地判事兼東
京簡裁判事

田郷岡彩香 昭56.7.20 略

水戸地家士浦支
判事兼土浦簡裁
判事

水戸地家士浦支
判事兼士浦簡裁
判事

甚田理恵 昭58.1.7 〃



最高裁人任第1072号

令和7年7月17日

内閣総理大臣石破 茂殿

最高裁判所長官今崎幸彦

(公印省略）

学I

願に依り本官を免ずる

別紙記載の者につき上記のとおり発令されたい。

なお、本件は裁判官会議の議を経たものである。

(発令希望日 令和7年7月31日）

‘
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(別紙）
、

グ

たけ なが しん じ

武長信次､簡易裁判所判事(名古屋簡易裁判所判事）

蛙
圭
ロ

ふみ 韓

文雄
泳
福同(福岡簡易裁判所判事）

じ上う こう とL お

甲俊夫上 ‘.》(行橋簡易裁判所判事） 同

4；

1

／
、
、



最高裁人任第1070号

令和7年7月17日

内閣総理大臣石破 茂殿

最高裁判所長官今崎幸彦

(公印省略）

'，

願に依り本官並びに兼官を免ずる

別紙記載の者につき上記のとおり発令されたい。

なお、本件は裁判官会議の議を経たものである。

令和7年7月31日）(発令希望日

‘’，



(別紙）

(千葉地方裁判所判事兼）
(千葉家庭裁判所判事）
(千葉簡易裁判所判事）

判 事 兼
簡易裁判所判事

さわ だ

澤田

じゆん

順

こ

子

(名古屋地方裁判所判事兼）
(名古屋家庭裁判所判事）
(岡崎簡易裁判所判事）

雑
小
山

した しん

下真

ご
垂
巨同

‘

§，


